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プロジェクトの概要
　事件，事故，家庭内暴力，学校でのいじめ等，

子どもが被害にあったとき，子どもから出来事に

ついてどのように話を聞くかは，安全確保，調査，

再発防止の鍵となります。

　けれども現実には，子どもから適切に話を聞く

ことは難しく，そのために事件が再発したり解決

がとどこおることも少なくありません。

　聞き取りが困難である原因のひとつは，子ども

の発達レベルに応じた，誘導のない面接法が確立

していないことです。「司法面接」と呼ばれる面接

法は，司法場面でも活かせる，正確な情報を得よ

うとする面接法であり，事実をできるだけバイア

スのかからないかたちで聞き出すことを目的とし

ています。

　私たちは 10 年ほど前より子どもへの司法面接の

導入を試み，2007 年度からは北海道児童相談所，

札幌市児童相談所の児童福祉司，心理判定員の先

生方に司法面接研修を行ってきました。2008 年度

より，独立行政法人「科学技術振興機構（JST）」の

社会技術研究開発センター（RISTEX）の支援を受け，

本プロジェクトを開始しました。

プロジェクトの内容
研究部門
基礎研究：司法面接の開発には記憶とコミュニケー
ションに関する発達研究が重要です。ここでは子

どもの報告の特性，面接に用いる道具（人形，描

画等）の検討，質問や聴取法の検討・研究などを

行ないます。

情報収集：面接法に関する国内，諸外国での取り組
みや訓練，評価法に関する調査や情報収集を行い

ます。

開発研究：教材の開発，訓練プログラムの効果測定
を行います。上記を踏まえ，エビデンスにもとづ

く面接法と訓練プログラムのパッケージ（DVDと

冊子）を作成し，配布します（最終的な成果物の

完成は 2012 年を予定しています）。

研修・応用部門
研修：北海道児童相談所，札幌市児童相談所の専門
家を対象に，年３回，それぞれ２日間の研修を行

います。

現実事例への適用：現実の事例に司法面接を適用し
ます。委託等によりスーパーバイズや評価等も行

います。

司法面接支援室・スタート
　北海道大学文学研究科内プロジェクト室として，

2008 年 12 月に司法面接支援室が開室しました。場

所は文学研究科棟 209 室（プロジェクト C室）です。

現在は，室長（仲	真紀子），主任（武田	知明），短期

雇用職員，大学院生で活動しています。来年度からは，

専従の研究支援員２名が新たに赴任予定です。

　司法面接支援室では，研究の実施，情報収集，研
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プロジェクト・スタート

　研究開発プロジェクト「犯罪から子どもを守る司法

面接法の開発と訓練」は，独立行政法人「科学技術振

興機構（JST）」・社会技術研究開発センター（RISTEX）

が設定する研究開発領域「犯罪からの子どもの安全」

の平成 20 年度課題として採択されました。2008 年 11

月，独立行政法人「科学技術振興機構（JST）」と北海

道大学大学院	文学研究科の契約が行われ，プロジェク

トが開始しされました。

12月1日 司法面接支援室

概要 内容

スタート
プロジェクト・スタート

修，各種サービス（研修の連絡，受付，機材手配，そ

の他）の業務が行わ

れます。
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研究グループの紹介

所属：北海道大学大学院文学研究
科	心理システム科学講座　教授

専門：発達心理学，認知心理学。
専門は子どもの面接法，記憶，

コミュ二ケーションの発達

プロジェクト代表：仲真紀子

主著・訳書：子どもの司法面接（英国内務省 •
保健省：誠信書房）（田中との共訳），子ども

の面接法（アルドリッジ • ウッド：北大路書房）

（編訳），目撃証言の心理学（北大路書房）（厳

島 • 原との共著），子どもの発達心理学（新曜

社）（高橋 • 藤崎 • 野田との共著）ほか

　北海道大学グループは，北海道児童相談所，札

幌市児童相談所，札幌市精神保健福祉センターの

協力を得て「司法面接支援室」を中心に活動を行

います。

　司法面接と訓練プログラムを開発し，専門家へ

の訓練と，面接法および訓練プログラムの評価（効

果測定）を行い，最終的には面接法と訓練プログ

ラムのパッケージを作成します。

北海道大学グループ

福岡教育大学グループ
アドバイザー：R. ブル教授

北海道児童相談所
札幌市児童相談所

北海道中央児童相談所 ●
札幌市児童相談所 ●

● 室蘭児童相談所

● 函館児童相談所

● 帯広児童相談所

● 北見児童相談所

● 稚内分室

● 岩見沢児童相談所

● 旭川児童相談所

● 釧路児童相談所

　研究開発に携わる福岡教

育大学グループは杉村智子

教授を中心に「子どもの人

物同定」の研究，キットの

開発を行います。

　ブル教授（レスター大学犯

罪心理学部）は英国のガイド

ライン作成に貢献されまし

た。プロジェクトのアドバイ

ザーとして助言，情報提供を

していただきます。

プロジェクト代表

北大グループ

福岡教育大グループ

児童相談所

アドバイザー

プログラムの計画，実施，統括を行います。

科学技術振興機構 • 社会技術研究開発センター

「犯罪から子どもを守る司法面接法の開発と訓練」

http://www.anzen-kodomo.jp/program/research/m_naka.html

http://www.jst.go.jp/pr/info/info555/shiryo3-2.html

司法面接とは：原則として１回，出来事に関する事
実の聴取を行います。信頼できる関係（ラポール）

を築き，お子様の自発的な報告，オープン質問（お

話しして，それから等），WH質問（何，誰，どこ等）

を用いて面接します。録画により正確な記録を行い，

また，お子様が何度も面接を受けなくてもよいよう

にします。
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司法面接研修

北海道大学東京オフィスにて，弁護士等を対象に研修を実施
　北海道大学東京オフィスで，2009 年 1月 17 日（土）

と 18 日（日）に，弁護士の方を対象に司法面接法の

研修（保育学特論）を行いました。弁護士その他の専

門家が７名，参加されました。

　研修は 2日間で約 12 時間行われました。この中で，

講義，自由報告の体験，面接計画，ロールプレイ面接

（DVDを見て，事件性のある面接），振り返りを行いま

1月17日+18日

1月19日+20日

2月16日+17日

弁護士・研修

研修 1 回目

研修 2 回目

した。

　参加者にはこの研修

の前後に，お子様に対

する面接を行って頂き

ました。研修による効

果を検証します。

児童相談所の専門家を対象にした，第一回面接研修を実施
　北海道大学で，2009 年 1 月 19 日（月）と 20 日

（火）に，児童相談所の児童福祉司，心理判定員その

他の専門家を対象に第一回目の司法面接法の研修を

行いました。北海道児童相談

所から 10 名，札幌市児童相

談所から 1名，そして奈良県

中央こども家庭相談センター

から 1名の方が参加されまし

た。この他オブザーバとして

北海道中央児童相談所から 2

名，サイトビジット

として社会技術研究

開発センターから 1

名が研修に参加しま

した。

　研修の内容は，講

義，自由報告の体験，

面接計画，参加者同士によるロールプレイ面接（事

件性のある出来事に関する面接），小学生を対象とし

たロールプレイ面接を行いました。

児童相談所の専門家を対象にした，第二回面接研修を実施
　北海道大学で，2009 年 2月 16 日（月）と 17 日（火）

に，児童相談所の児童福祉司，心理判定員その他の

専門家を対象に第二回目の司法面接法の研修を行い

ました。参加者は第一回目と

同じ方です。

　研修の内容は，この一ヶ月

間の感想，前回の内容の確認

テスト，テストの解説，会話

分析（前回の子どもを対象と

した面接の書き起こし，発話

の分析，難しい質問）

振り返りなどです。

　第一回目と第二回目

の研修で，合計 4日間・

24 時間の研修になり

ます。参加者には「研

修修了証」が渡されま

した。

　参加者にはこの研修の前後に，お子様に対する面

接を行って頂きました。研修による効果を検証しま

す。

犯罪から子どもを守る司法面接法の開発と訓練	News	Letter	Vol.1

4



2月23日 3月10日

講演会／シンポジウム／研修

日付 内容
4 月 25 日 事実に焦点を当てた面接法／年度計画
5月 27日 自由報告の意義と司法面接
6月 27日 子どもとの面接実習
7月 25日 子どもとの面接実習
8月 8日 事実に焦点を当てた面接手順
9月 12日 面接の振り返り
10月 3日 子ども総合研究所	山本先生講演
11月 28日 性的なことがらの聞き取り
12月 12日 中央児童相談所での面接
1月 16日 MacMartin 事件
2月 24日 韓国，サンディエゴ報告
3月 6日 確認テストと１年の振り返り

札幌市児童相談所研修

講演会

市児相 研修

シンポジウム

丸山恭子先生講演会
　北海道大学で，2009 年 2月 23 日（月）に，東京の「カ

ウンセリングルームまるやま」の丸山恭子先生によ

る講演「フォレンジックインタビューとは？ -	米国で

のフォレンジックインタビューの開発、発展と基本

について	-	」が開催されました。

　北海道中央児童相談所，

札幌市児童相談所，札幌

市精神保健福祉センター，

北海道警察，札幌家庭裁

判所，北海道大学から約

20 名の参加がありまし

た。

　東京大学生産技術研究所コンベンションホールで，

2009 年 3 月 10 日（火）に，独立行政法人科学技術

振興機構	社会技術研究開発センター主催の第２回「犯

罪からの子どもの安全」シンポジウムが開催されま

した。本プロジェクトからは，

仲真紀子と武田知明が参加し

ました。

　午前中の講演の後のポス

ターセッションでは，研究者

のみならずセキュリティー会

社の方等から多くの質問・意

見を頂きました。ポスターセッ

ションと並行してランチミーティングも行われまし

た。午後には，仲が「子どもたちの証言 - 事実を聴

き出す面接法 -」の講

演を行いました。途

中で建物全体の停電

によるトラブルもあ

りましたが，無事終

了。コーヒーブレイ

クの後に，講演者全

員によるパネルディ

スカッションで，「具体的解決策に向けて - 現状を知

ることから始めよう -」という内容で討議が行われま

した。

　これから 4 年間の

本プロジェクトを進

める上で，有意義な

シンポジウムでした。

　札幌市児童相談所で 1年間を通して研修を行いま

した。

第２回「犯罪からの子どもの安全」
シンポジウム参加

司法面接研修：１２時間コースと２４時間コースが
あります。内容は，①面接法，子どもの認知発達に

関する講義，②面接の計画，③研修者同士のロール

プレイ，④お子様（協力者）に対する面接練習，⑤

会話分析，⑥ディスカッションなどを含みます。

5



北海道大学グループ：仲  真紀子 レポート

1月22日

One-Stop サポートセンター（ソウル）を訪れました
　1 月 21 日に韓国ソウル大学で行われた子
どもの性被害アセスメント	（Assessment	of	
alleged	child	victim:	Finding	 the	 truth	and	
protecting	the	child）に関するカンファレン
スに出席した後，翌 22 日に，チュンブク大学
のパク先生のご紹介により，ソウル市内南部
のOne-Stop	サポートセンターを訪問した。こ

のセンターは性被害そ
の他の暴力的被害を受
けた（とされる）女性，
男性の保護，支援のた
めの施設であり，１カ
所で心理的，医療的，
そして司法的ケアを受
けることができるのが
特徴である。2005	年
にイークムヒャム警察

部長が，韓国法と心理学会等にも携わりつつ
立ち上げたということであった。ある中学生
が性被害に遭ったとき，病院，警察，カウン
セリングなど，何カ所も行かねばならなかっ
た，その事態を改善するために設立されたの
だという。現在では韓国にこのような施設が
１６箇所あり，利用者はますます増えている
とのことであった。
　One-Stop サポートセンターは警察病院の１
階に，独立の入り口を構えて設置されている。	
4 人の警察官，4人のカウンセラーが８時間な
いし１２時間交代で勤務し，性被害，DV，学
校での暴力等の被害者を２４時間体制で受け
入れている。被害者の数は月におよそ 100 人，
男性，女性の被害者がおり，子どもは１割程
度である（子どもの被害は，インターネット
によって呼び出され，虐待をうける例が多い）。
近いうちに心理学者も加わる予定だというこ
とであった。この施設は警察病院，警察，ソ
ウル市，女性省によってサポートされている。
　センターに入ると明るく広い事務室を６つ
の部屋が，取り囲んでいる。一番左端から休

憩室（ベッドとソファがしつらえてある），カ
ウンセリングルーム（Ｌ字型にソファがあ
り，テーブル，パソコン等の設備がある），医
務室（診察台，組織を保存する冷蔵庫等があ
る），司法面接室（ワンウエイミラーを隔てて，
一方はモニター室，もう一方は丸いテーブル
のある面接室），そして一番右手にはホテルに
あるような清潔できれいなシャワールームが
あった。
　私の関心は司法面接とそれを行う司法面接
室である。司法面接室には丸いテーブルに被
害者，サポーター，そして司法面接を行う警
察官の席があった。被害者の正面にワンウエ
イミラーがあり，天井と壁に計２台のカメラ，
およびマイクロフォンがある。ここで得た画
像，音声をモニター室でモニターすることが
できるようになっている。画像は英国と同様
の部屋全体の画面，および被害者を移す２つ
の画面を合成できるタイプのものであった。
テーブルの上にはアナトミカルドールがあっ
た。ドールの使用は誘導につながる等議論の
多いところだが，必要に応じて注意して用い
ているとのことであった。
　基本方針として，警察は中立的に聞くよう
にしているが，（前提として）被害があったこ
とは疑わない。カウンセラーは被害者のサイ
ドに立ち，被害者の言うことを信じる。「カウ
ンセラーが誘導することはないか？」との問
いに「事件になった場合はカウンセラーは法
廷に呼ばれて証言をする」ため，誘導的なこ
とは行われない，とのことであった。また，
前日のカンファレンスでは，判事や検察官が
司法面接の重要性を強調し，彼ら自身が CBCA
（供述内容をある基準にそって査定し，供述の
信用性を推定する方法）に類似した手法をとっ
ているようであった。そのため，特別の司法
面接法の訓練はまだ整備途中のようであるが，
客観的証拠にもとづく情報収集の重要性は広
く周知されているようであった。

ソウル
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2月3日

オレゴン市内 CARES NORTHWEST を訪れました
　1 月に米国サンディエゴ市で開かれた
第 21 回子どもと家族の虐待に関するサン
ディエゴ国際会議（21st	Annual	San	Diego	

I n t e r n a t i o n a l	
C o n f e r e n c e 	 o n	
Ch i l d 	 and 	 F am i l y	
Maltreatment） に 参
加した後，2月 3日米
国のオレゴン州にあ
るケアズ • ノースウエ
ストという司法面接
施設を訪問した。

　この施設は性被害を受けた（とされる）子
どもを対象に司法面接を行う施設である。エ
マニュエル子ども病院内の１つのビルにオレ
ゴン州警察，医者，司法面接官，心理学者，
インテーク • カウンセラー，ソーシャルワー
カー，ボランティア（子どもと待ち合い室で
遊ぶボランティアと，そのボランティアを指
導するボランティアなど多様なボランティ
ア），書き起こし係など 55 人の専門家が勤
務し，子どもやその家族に対応している。司
法面接を依頼してくるのは主に福祉施設であ
る（Department	of	Human	Services），警察な

オレゴン

どである。月に 250 件ほどの照会があり，う
ちおよそ半数について面接を行うとのことで
あった。この施設は 1980 年代に，ある医師が，
子どもがケアを１カ所で受けられるようにと
開始した。当初は「クローゼット」を用いて
の活動であったという。
　メールで何度かやりとりをさせてもらった
キャサリン • クローガーさん（修士号をもつ，
司法面接のトレイナー）が，施設を案内をし
てくれた。施設には会議室（TV 会議による査
定等も行なう），受付事務室（6人の人が勤務。
訪問中も電話が入る），書き起こし室（2人が

　報告が前後する
が，被害が発生し
た場合の手続きを
述べる。被害者が
訪れると，まずカ
ウンセラーが最初
のインタビューを
行う（カウンセラー
は誘導情報を提示
しないように注意を払う）。そして，訴追する
かどうか，医療が必要かどうか，を判断する。
訴追する場合は警察官が面接を行い，録画し
たビデオを警察と検察に提出することになる
（センターには残さない）。医療証拠は冷蔵庫
に保管し，すぐに訴追しないときには科捜研
のような部署に送られるということであった。
このように複合的な対応が可能なので，面通
ししなければならない場合等をのぞき，被害
者はこのセンター一カ所でほとんどのケアを
受けることができる。その後，PTSD がある場
合は，カウンセラーによる 13 回のプログラ
ムが用意されており，
また 50 人の弁護士
が提携していて法的
なコンサルタントを
受けることができ
る。カウンセリング
も法的コンサルタン
トも無料とのことで
あった。なお，訴追
するのは 75％であ
る（ただし，どれく
らいが法廷で有罪になっているかはフォロー
していないとのこと）。
パク教授によれば，韓国の人は新しい方法や
手続きの導入には積極的であるとのこと（古
い物をどんどん壊して新しくしていくのが好
き，と笑いながらおっしゃった）。子どもはそ
の恩恵を受けていると感じた。



福岡教育大学グループ：杉村智子

　目撃証言時における言語供述や人物識別に関する国内外の学

術研究やガイドライン等の文献資料を収集し，何が，どのレベ

ル（実用レベルか研究レベルか等）で明示されているかについ

て，整理・分析を行った。

■言語供述や人物識別に関する国内外の文献資料についての整
理・分析の概要
　表 1は，文献資料のおおまかな分類を示したものである。ま

ず，言語供述を収集する際のインタビュー方法や写真面割等の

人物識別手続きの具体的方法を中心に構成されている実用レ

ベルのガイドライン系と，それらのガイドラインの根拠資料と

なった理論や研究結果が中心に構成されている研究レベルの学

術系に大別された。また，文献資料の研究対象が成人であるか

子どもであるかによって大別された。

　ガイドライン系は，ガイドラインとガイドライン本に分けら

れ，前者は公的機関で作成・使用・公開されているもので，後

者は，公的なガイドラインではなく一般本として発刊されてい

るものであった。学術系は３つに区分された。学術研究論文は，

レフリー付きの雑誌に掲載されている研究論文で，主に実験等

で得られたデータとその分析結果と考察が中心であるもの，学

術本は，学術研究論文で得られた知見が比較的絞られたテーマ

で体系的にまとめられているもの，学術ハンドブックは学術研

究論文や学術本が広範囲にわたって網羅され，百科事典的な要

素を持つものであった。また，文献資料が海外のものか国内の

ものか，海外のものの邦訳かによっても区別された。

　表１の○印は，言語供述に関するもの，□印は，人物識別に

関するものが存在するということを表している。また，−印

は，今回の文献資料分析では，該当するものがみつからなかっ

たことを示している。例えば，成人対象のガイドラインでは，

海外のものは言語供述と人物識別に関するものが両方存在する

が（例えばイギリス警察の PACE	(Police	and	Criminal	Evidence	

Act) 等），国内のガイドラインはないことを示している。さら

に，小さい○印や□印は，文献資料の中に部分的に該当箇所が

あることを示している。例えば，子ども対象の国内のガイドラ

イン本は，成人を対象としたガイドライン本（例えば，日本の

法と心理学会・目撃ガイドライン作成委員会が編集をしている

「目撃供述・識別手続きに関するガイドライン」）の中に「子ど

もの目撃供述と面接法」という子どもを対象とした章が存在す

ることを示している。

　大まかな傾向としては，子どもによる人物識別に関するガイ

ドラインやガイドライン本は国内に存在せず，学術研究も不足

していた。また，国内の学術本は，成人を対象としたものも含

めて，海外の論文の研究結果や理論をもとにして執筆されてい

るのが現状であった。

表 1　言語供述や人物識別に関する国内外の文献資料の分類
成人対象 子ども対象

海外 国内 邦訳 海外 国内 邦訳
実用 ガイドライン ○□ − − ○ − −

ガイドライン本 ○□ ○□ ○ ○ ○ ○
研究 学術ハンドブック ○□ − − ○□ − −

学術本 ○□ ○□ ○□ ○□ ○ ○□

学術研究論文 ○□ ○□ ○□ ○
○=言語供述に関するもの　□=人物識別に関するもの

研究
言語供述や人物識別に関する国内外の文献資料
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トランスクリプションを行なう），4つの面接
室，診察室，広いトイレ，キッチン，クロゼッ
ト（保護されてきた子どもが着られる衣服，
靴等もある）などがある。キャサリンさんは，
「狭い」「この部屋は窓がなくて恥ずかしい」
等と言っていたが，とんでもない，すばらし
い施設である。
　オレゴン州では性虐待，身体的な虐待（特
に頭部の怪我）については 48 時間以内，それ
以外は 84 時間以内に面接を行うことが義務づ

けられている。ここでも
その基準で面接を行な
うが，性虐待について
は，必ずしも「すぐ」が
よいわけでない場合も
あるとのことであった。
　毎日の日課として，通
常は 8 時半頃から面接
を開始する。面接室には
大きなワンウエイミラー

に向かって細長いカウンターがあり，そこに
2人（面接者と被面接者）が座るようになっ
ている。ワンウエイミラーの反対側は暗い小

部屋になっており（暗くないと面接室から見
えてしまう），ワンウエイミラーの裏側には面
接室を撮影するカメラが設置されている。観
察者はこの小部屋で，ワンウエイミラーを通
して直接，ないしはモニター画面を通して間
接的に，面接の様子を観察することができる。
音声はスピーカーまたはヘッドフォンで聞く
ことができる。私たちも刑事やソーシャルワー
カーたちと一緒にすべての面接の過程を見学
させていただいた。
面接は以下の 4つの過程からなる。
親との面接：まず面接官と医者が親に面接を
行う。面接官は親に「この面接は訓練の一部
をなしており，刑事，ソーシャルワーカー，
その他の専門家（小部屋で観察させていただ
いている私たちのことである）に，私（面接
官）の面接の様子をに見てもらうようになっ
ているが，それでもよいか」と許可を求める。
許可を得たのち，どのような問題でここを訪
れたのか等，事情を聞く。

子どもの診察：目，口，鼻，皮膚，性器等の
診察を行なう。音声はすべてヘッドフォンで
聞くことができる。

子どもとの面接：面
接者（1 名）が子
どもから話を聞く。
ここでもまず子ど
もから，観察の許
可を得る。子ども
はプレッツェルの
ようなスナック，
水，用紙，ペンな
どを与えられ，絵を描きながら，話をするこ
とができる。面接は一時間程度であるが，終
了間際，面接者はワンウエイミラーの反対側
の小部屋に来て，他に聞くべきことがないか
等の確認を行う。

親へのフィードバック：子どもが話したこと
を親に伝える。また，身体検査等もふまえ，
親子にアドバイスを与える。
当日は２つの面接を観察させていただき，そ
の後も施設の説明や，資料の説明，ビデオの
紹介などをしていただき，朝８時半から５時
まで，頭も心もいっぱいになって帰路につい
た。なによりも最初は「クローゼット」から
始まったという施設であることに励まされた。



カレンダー

	

お子様　調査協力者
　面接法の研究や研修にはお子様の協力が欠かせま

せん。「犯罪から子どもを守る司法面接法の開発と訓

練」プロジェクトでは，幼児から高校生まで，広く

お子様の協力者を募っています。

◆調査への協力者（アンケートや面接調査への参加）

◆研修での「面接されるお子様」役

　北大・文学研究科にての調査や研修にご参加いた

だきます。保護者の方の同伴も可能です。お子様に，

効果的な報告ができるようになっていただけるよう，

教育的配慮をもって調査，研修を行います。

司法面接に関するご相談
　「犯罪から子どもを守る司法面接法の開発と訓練」

プロジェクトでは，司法面接の研修や実施に関わる

ご相談を受け付けています。

大学院生募集
　北海道大学大学院文学研究科 • 仲研究室では子ども

の記憶，コミュニケーション，認知発達，司法面接

等に関する研究を目指す大学院生（修士，博士）の

受験をお待ちしています。大学院受験については北

大文学研究科のHPをご覧ください。

http://www.hokudai.ac.jp/letters/

募集
中

募集
中

受付
中

「司法面接法の開発と訓練」プロジェクト事務局
（司法面接支援室）

060-0810 札幌市北区北１０条西７丁目
北海道大学	大学院	文学研究科	内
電話／ FAX：011-706-2306
takeda@let.hokudai.ac.jp

プロジェクト代表
北海道大学大学院文学研究科　心理システム科学講座

教授　仲真紀子
mnaka@psych.let.hokudai.ac.jp	

犯
罪

か
ら

子
ど

も
を

守
る

司
法

面
接

法
の

開
発

と
訓

練
   N

ew
s Letter

  V
o

l.1　
発

行
日

／
2009

年
3

月

日付 内容
4 月 25 日 札幌市児童相談所研修：事実に焦点を当てた面接法／年度計画
5月 27日 札幌市児童相談所研修：自由報告の意義と司法面接
6月 27日 札幌市児童相談所研修：子どもとの面接実習
7月 25日 札幌市児童相談所研修：子どもとの面接実習
8月 8日 札幌市児童相談所研修：事実に焦点を当てた面接手順
9月 5日 北海道児童相談所と会議：「犯罪から子どもを守る司法面接法の

開発と訓練」研究プロジェクト参画実施要綱
9月 12日 札幌市児童相談所研修：「犯罪から子どもを守る司法面接法の開

発と訓練」研究プロジェクト参画実施要綱
10月 3日 札幌市児童相談所研修：山本恒雄先生講演
10月 5日 北大東京オフィス司法面接研究会：鈴木浩之先生講演
10月 19日 Law	and	Psychology	and	a	new	current	of	civil	participation	

in	criminal	justice:	Saiban-in	Seido	We	should	not	be	too	much	
worried	about	lay	participation	in	criminal	court. において「裁
判員の知識と力」の報告

10月 21日 法と心理学会ＷＳ -V：法律相談，カウンセリング，司法面接に
おける面接法トレーニングにおいて「司法面接とその訓練プロ
グラムの開発：現状と課題」の報告

10月 24日 玉川大学脳科学研究所　第 5回　赤ちゃんフォーラム「記憶	-
憶え、思いだす心と脳のはたらき -」において「子どもの証言	
どのように話を聞けばよいか」の報告

11月 3日 北海道大学進学相談会文系模擬授業において「社会と心理学	-	
子どもの証言	-」の講義

11月 6日 札幌学院大学 2008 年度法政制総合講座 Aにおいて「犯罪と司
法−	司法への民間参加，厳罰化は適正・民主化，安全につなが
るか	裁判員制度	−裁判員制度	−	法心理学研究から−」の報告

11月 15日 The	Psychonomic	Scoiety	49th	Annual	Meeting において
「Effects	of	Victim	Impact	Statement	on	Lay	People’s	Judicial	
Decisions」の報告

11月 23日 日本理論心理学会第 54回大会公開シンポジウムにおいて「常識
とは何か？　−	法心理学研究から−」の報告

11月 28日 札幌市児童相談所研修：性的なことがらの聞き取り
11月 29日 名城大学シンポジウム「自伝的記憶 - 自己と過去をつなぐもの	

法と心理学からの示唆	−人とつくりあげる過去 -」の報告
12月 7日 北大東京オフィス司法面接研究会：研究報告
12月 9日 子どもの供述に関する意見書を提出
12月 11日 イメージングテクノロジーの階梯 =	認知科学との交流	= におい

て「記憶と感情の認知心理学	　イメージがつくる過去」の報告
12月 12日 札幌市児童相談所研修：中央児童相談所面接
12月 20日

-21 日
平成 20 年度　社会技術研究　研究課題プロジェクト・「犯罪か
らの子どもの安全」合宿。「犯罪から子どもを守る・司法面接法
の開発と訓練」の報告

2009 年
1月 9日

九州大学大学院「統合新領域学府ユーザー感性学専攻」プレ講
義　実践子ども学において「司法場面における	子どもたち	−認
知科学の最前線から」の報告

1月 9日 子どもの供述に関する意見書を提出
1月 16日 札幌市児童相談所研修：MacMartin 事件
1月 17日 北海道大学東京オフィスで，弁護士研修：講義（保育学特論，

司法面接法）・ロールプレイ
1月 18日
-19 日

北海道大学で，司法面接法・研修：講義・ロールプレイ・子ど
もとの面接実習

1月 21日 Special	symposium	I:	Assessment	of	alleged	child	victims:	The	
truth	and	protection	of	the	child（ソウル大学）におい「Child	
eyewitness	testimonies	in	Japan:	Research	and	cases」の報告

1月 22日 ソウル市One-Stop サポートセンターの見学
1月 25日
-30 日

子どもと家族の虐待に関するサンディエゴ国際会議（第２１
回 San	Diego	 International	Conference	on	Child	and	Family	
Maltreatment）

2月 3日 オレゴン州ケアズ •ノースウエストの見学
2月 8日 北大東京オフィス司法面接研究会：子どもによる質問
2月 16日
-17 日

北海道大学で，司法面接法・研修：講義・ロールプレイ・子ど
もとの面接実習

2月 22日 科研基盤（A）「刑事法学と心理学ー刑事裁判心理学の構築に向
けて」	平成 20年度研究集会にて「韓国とアメリカの司法面接事
情・および英国，日本」の報告

2月 23日 北海道大学で，丸山先生講演会
2月 24日 札幌市児童相談所研修：韓国，サンディエゴ報告
3月 6日 札幌市児童相談所研修：確認テストと１年の振り返り
3月 10日 第 2回「犯罪からの子どもの安全」シンポジウム：子どもの証

言	事実を聞き出す面接法
3月 12日 神奈川県「子どもの虹」において「児童虐待対応における現状

と課題 I：子どもの記憶	～事実確認をめぐって～」の報告


